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A

B

C

Ⅰ　放課後児童健全育成事業の基本方針と組織

Ⅰ-1　理念・基本方針

通番 評価

1 A

Ⅰ-2　運営状況の把握

評価

2 A

3 A

評価項目を実施していない

評価項目を実施しているが十分ではない

評価項目を実施している

評　価　基　準

講評

すまいるスクール日野学園　

全すまいるスクールが参加する全体会議で提起され
た運営上の課題は、37校のすまいるスクールを6ブ
ロックに分けその代表が参加するブロック会議や、本
課で検討される。日々のトラブルはその日のうちに解
決することを徹底し、担当指導員と委託職員が行う
日々のミーティングやミーティングノートを通して職
員間で情報共有している。年間事業計画策定時に運
営上の課題を明確にし、組織として計画的に改善策
を実施する体制としている。

評価項目

（１）運営環境の変化等に適切に対応している。

①　事業を取り巻く環境と運営状況を的確に把握し学
校と連携して対応している。

講評

評価項目

（１）理念・基本方針が確立・周知されている。

①　理念・基本方針を確立・明文化し、職員及び利用者
等に周知している。

講評

核家族化、地域のつながりの希薄化、安心安全な遊
び場の不足などの継続的な課題の中、国の「放課後
児童対策パッケージ」の一環として、「放課後児童クラ
ブ」と「放課後子ども教室」を一体的に運営する「全児
童放課後等対策事業」として子どもたちの放課後の
活動を豊かにし、学力、体力、個性の伸長を図り、健
全育成に努めることを目的としている。担当指導員
は様々な学校内会議や、学校管理職、学校地域コー
ディネーター、委託法人、担当指導員が参加する運営
協議会に積極的に参加している。日頃から子どもの
様子は教職員と情報共有し、学校とすまいるスクール
の生活の連続性を大切にしている。

「すまいるスクール事業運営基本方針」は、前年度の
計画の評価や反省を次年度に反映させ、区担当課が
年度末に作成している。基本方針では、「子どもの最
善の利益」を尊重し、一人ひとりの子どもにとって「自
分らしくいられる」、子どもが主人公のすまいるス
クールを目指すことが掲げられている。委託職員リー
ダーをはじめ業務にあたる委託職員には、全すまい
るスクールが参加する全体会議やブロック会議で基
本方針を周知している。委託職員は基本方針と仕様
書等を確認し理解を深め、その運営にあたるよう努
めている。利用者等には入学前にカラーパンフレット
を配布する他、区のホームページですまいるスクール
の意義や活動を周知している。

②　運営上の課題を明確にし、具体的な取組を進めて
いる。



Ⅰ-3　事業計画の策定

評価

4 A

5 A

6 A

Ⅰ-4　放課後児童健全育成事業の質の向上への組織的・計画的な取組

評価

7 A

講評

①　放課後児童健全育成事業の質の向上に向けた取組
が組織的に行われ、機能している。

質の向上に向けた取り組みは、事業運営の基本方針
に基づき、人材、組織、安全管理など多岐にわたって
いる。人材面では職員の教育・研修に関する基本方針
や計画が策定され実施している。組織として内部運
営監査や外部評価機関による第三者評価が導入さ
れ、得られた意見や課題を日々の運営に活かしてい
る。参加人数に見合った活動場所を確保し、玩具の片
付け場所、活動場所、今月の目標などが視覚的にわ
かりやすく掲示されている。日々のミーティングでの
意見交換を通して、質の向上や組織の活性化に努め
ている。

③　事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直し
が組織的に行われ、職員が理解している。

評価項目

①　前年度中に翌年度基本方針を踏まえた年度の計画
を策定している。

②　事業計画をふまえたすまいるスクールの運営や活
動内容を子どもや保護者等に周知し、理解を促してい
る。

評価項目

（１）質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。

講評

事業計画は「すまいるスクール事業運営基本方針」に
基づき、担当指導員が委託職員と話し合を行い、年間
事業実施計画として策定している。年間事業実施計
画は「地域、学校、すまいるスクールの状況・特性」「基
本方針および今年度取り組む課題」「事業運営目的・
目標および内容」を柱とし、教室やイベントの目的を
明確にしている。教室やイベント実施には企画書を作
成し、目的やねらいを明確にしたうえで実施してい
る。実施状況は毎日のミーティングやミーティング
ノートを通して委託職員と共有し、実施後に目的やね
らいに則したものになったか評価・反省し、次回の改
善にとつなげている。

事業計画を踏まえてすまいるスクールの運営や活動
内容は入学前にパンフレットを配布し、入学時の説明
会で目的や運営内容等を説明して子どもや保護者等
に周知、理解を促している。活動内容は毎月発行する
「すまいるスクール 日野学園のおしらせ」を配布して
いる。お知らせには将棋教室、囲碁教室、おはなし会、
ウクレレ教室やイベントの日程がカレンダー形式で示
され、すまいるスクールからのお願いや、最近の子ど
もの様子など、保護者や子どもが知りたい情報を掲
載している。

年間事業計画は毎年2月頃に担当指導員がたたき台
を作成し、委託職員との話し合いのもと、運営上で必
要なことや大切にしたいことなどを加え作成してい
る。具体的には、地域や学校、すまいるスクールの状
況・特性を分析し、「放課後の学習の場」「家庭の代替
機能としての生活の場」「児童の遊び・文化活動の場」
という3つの基本機能への取り組みと翌年度の課題
を出し、児童対象事業（低学年・高学年）、保護者参加
事業、保育園・小学校連携事業、児童センター連携事
業、地域との協働、その他について、前年度の反省を
ふまえ具体的な目的・目標、内容で作成している。

（１）事業計画が適切に策定されている。



8 A

Ⅱ-1　担当指導員の責任とリーダーシップ

評価

9 A

10 A

11 A

12 A
②　運営の見直しや業務の実行性を高める取組に指導
力を発揮している。

②　遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を
行っている。

（２）担当指導員のリーダーシップが発揮されている。

①　すまいるスクールの質の向上に意欲をもち、その取
組に指導力を発揮している。

担当指導員は年度初めにすまいるスクール実施に関
する条例を確認し、運営が関係法規に基づいて実施
していることを委託職員と共有している。運営をして
いくうえでの必要な知識などは研修や自己研鑽で理
解できるようにしている。

Ⅱ　組織の運営管理

評価項目

（１）担当指導員の責任が明確にされている。

①　担当指導員は自らの役割と責任を委託職員に対し
て表明し、理解を図っている。

講評

担当指導員は役割と責任を委託職員に表明し、理解
を図り、昼と夕のミーティングを通して運営上の必要
事項や区の方針等を伝えている。運営の見直しや業
務の実行性を高める取り組みは委託職員にスタッフ
ミーティング等で必要に応じて周知している。日常的
に発生する課題は委託職員全体での改善策の検討を
促し、相互理解に努めながらアドバイスしている。担
当指導員は、日々の運営における問題点について絶
えず振り返り、必要な手立てを講じるよう努めてい
る。

担当指導員は午前中の時間帯を中心に委託職員と密
に情報共有し、区の方針や取り組むべきことを伝えて
いる。職員間のディスカッションを促し、なるべく多く
の委託職員が共有できる場で一人ひとりの意見を引
き出し、できること得意なことをを活かしている。委
託職員間のコミュニケーション、事業運営、児童の共
通理解について、委託職員リーダーと綿密に打ち合
わせ、サービスの質を維持・向上させている。

担当指導員は運営マニュアルに明記された責任に基
づき、運営に責任を持ち、現場の状況をふまえ、委託
職員と日々のミーティングなどを通して話し合いを
重ねている。保護者や学校との関係において、担当指
導員が積極的に関わり信頼関係を構築している。担
当指導員は委託職員リーダー、委託職員と区の方針、
事業運営、子どもの共通理解について綿密に打ち合
わせ、理解を図っている。

②　組織として取組むべき課題を明確にし、計画的な改
善策を実施している。

日々のミーティングにおいて、日常的に発生する課題
が提起され検討し、ミーティングノートに記録してい
る。ミーティングノートは、左側に報告、右側に課題を
記入するなど、課題を明確にする工夫をしている。
日々の振り返りを通して、運営における改善の必要
性や課題が把握されている。課題は日々のミーティン
グから上位組織の会議で多層的に行われ、組織的な
検討を経て、具体的な改善策として現場で実行され
ている。



Ⅱ-2　放課後児童支援員など人材の確保・育成

評価

13 A

14 A

15 A

16 A

17 A

講評

②  職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されて
いる。

すまいるスクール研修担当が作成する年間研修計画
に基づき、委託職員も参加できる研修が設定されて
いる。具体的には支援児との関わり方や食物アレル
ギー研修、救急救命やAED（自動体外式除細動器）、
エピペン（アナフィラキシーに対する補助治療剤）の取
り扱いを学んでいる。担当指導員や委託職員が受講
してきた研修の内容は職員全員で共有している。

（２）職員の就業状況に配慮がなされている。

①　職員の就業状況を把握し、働きやすい職場づくりに
取組んでいる。

（３）職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

①　職員の教育・研修に関する基本方針や計画を策定
し実施している。

委託職員の就業状況に関して、担当指導員と委託職
員リーダーが連携し調整を行っている。担当指導員は
勤務体制の偏りがないよう、助言、確認している。委
託職員の就業状況や心身の健康状況は、委託法人内
で管理されているが、運営に影響がある情報は担当
指導員にも共有されている。担当指導員は現場での
委託職員の様子や状況把握に努めている。何か気に
なる事があれば、互いに伝え合うことのできる雰囲
気を大切に、職員のモチベーションが維持し、建設的
な話し合いができるチームづくりを目指している。

教育・研修の基本方針は、担当指導員については区
が、委託職員については委託法人でそれぞれ明文化
している。担当指導員の研修は、区所管課の年間研修
計画に沿って行われている。 すまいるスクールの研
修担当者が作成した年間研修計画に基づき、委託職
員も参加できる研修が設定されている。委託法人は
独自に研修計画を策定し、実施している。

（１）放課後児童支援員など専門人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。

①　職員の放課後児童支援員取得状況を把握し、人員
配置について計画的な配置体制が整備されている。

②　適正な人員配置に向け職員とともに確認や調整を
行っている。

放課後児童支援員取得状況を把握し、人員配置につ
いて計画的に配置体制を整備している。適正な人員
配置に向けて、委託職員とともに確認や調整を行っ
ている。委託職員リーダーは委託職員の勤務を調整
してシフト表を作成し、担当指導員は委託職員リー
ダーとともに学校の予定および仕様書で定められた
人員が確保されていることを確認し、勤務シフト表を
前月の25日までに、ブロック長に提出している。

放課後児童支援員の取得状況を把握し、計画的な配
置体制を整備するため、月に1回、委託法人とミー
ティングを実施し、人員確保や能力開発について意見
交換を行っている。配慮が必要な子どもには1対1で
対応したり、フリー配置の委託職員を置くことで、想
定外の出来事にも迅速に対応し、事故やトラブルを未
然に防ぐようにしている。

評価項目



Ⅱ-3　運営の透明性の確保

評価

18 A

19 A

Ⅱ-4　地域との交流、地域貢献

評価

20 A

21 A

22 A

児童センターと地域の利用児童について情報共有を
行い、子ども家庭支援センターとも連携している。さ
らに、要保護児童対策地域協議会には担当指導員が
事務局として参加し、地域全体での見守り体制づくり
に貢献している。

②　外部講師（ボランティア）等の受入れに対する基本
姿勢を明確にし、体制を確立している。

（２）関係機関との連携が確保されている。

①　すまいるスクールとして必要な社会資源を把握し、
関係機関等との連携を図っている。

将棋教室や囲碁教室、ウクレレ教室、おはなし会など
に地域ボランティアを継続的に招き、子どもたちの多
様な体験を支えている。講師の活動は職員と連携し
て企画・運営され、発表会などを通じて子どもの表現
力や達成感を育んでいる。講師受入れにあたっては、
ボランティア保険への登録や、児童の実態理解・安全
配慮を重視した体制が整えられている。約束事項に
ついては「ボランティアをお願いするにあたって」とし
て書面化されており、子どものプライバシー保護に関
する記載も含まれている。それらの同意についても
書面にて確認している。

評価項目

（１）地域との関係が適切に確保されている。

①　すまいるスクールと地域との交流を広げるための
取組を行っている。

講評

警察署による交通安全指導や地域ボランティアによ
る教室活動など、地域資源を活かした多様な連携を
展開している。また、地域イベントにおいて地域の良
いところや願い」を書き川を飾り付ける企画に誘わ
れ、子どもたちは「桜がきれいなところが好き」など
と書きながら、地域に想いを馳せている。さらに、就
学前の近隣保育園児に施設内を紹介する日を設け、
児童センターとの協力も行うなど、地域との継続的な
関係づくりに取り組んでいる。

（１）事業主体の運営の透明性を確保するための取り組みが行われている。

①  公正かつ透明性の高い適正な運営のための取組を
行っている。

②　運営の透明性を確保するためのお知らせや周知を
行っている。

すまいるスクール事業運営基本方針を策定し、職員
間で共有し、この方針に基づいた年間事業実施計画
にて運営を行っている。区のホームページやパンフ
レットで基本情報を周知している。入学前にすまいる
スクールのパンフレットを配布し、入学時の説明会で
目的や運営内容などを説明している。運営の透明性
を確保するため第三者評価を実施し、結果をホーム
ページで公表している。

年1回運営協議会を開催し、学校管理者、学校地域
コーディネーター、教室講師などに活動を周知し、情
報共有を図っている。教室やイベントの日時、持ち物、
最近の子どもの様子などを掲載しているお知らせを
毎月発行している。お知らせは、学校管理職の確認を
経た後、入退室記録システム「すまっぴ」のメッセージ
機能で配信している。

評価項目 講評



Ⅲ-1　利用者本位の育成支援

評価

23 A

24 A

25 A

26 A

区のホームページで、すまいるスクールの施設一覧の
ページから個別の施設の活動内容と特色を紹介する
PDFデータを閲覧、印刷、ダウンロードができる。入
学前の説明会や学校説明会において配布するパンフ
レットで施設の目的や運営内容、意義、活動等の情報
を提供している。利用登録手続きの時期には、広報や
ホームページを通してお知らせが行われている。

②　すまいるスクールの利用開始・変更にあたり子ども
や保護者等にわかりやすく説明している。

入学前に新1年生を対象に利用登録書類を郵送し、説
明会を開催して月のお知らせの配布方法、上履きや
傘、制服の取り扱い、利用日時などを説明している。
利用開始後は保護者会や月のお知らせ、「すまっぴ」
のメッセージ等を通して必要な情報を提供している。
国立・私立等の学校に通学する子どもには初めて利
用する際、担当指導員が保護者と日程を調整面談で
利用にあたっての説明を行っている。

②　子どもや保護者等のプライバシー保護に配慮した
育成支援を行っている。

（２）すまいるスクール登録・利用に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

①　利用希望者に対して必要な情報を提供している。

個人情報を含む記録や文章は鍵のかかる書庫に保管
されるほか、電子データについては暗号化を実施し、
情報漏えいが起きないよう管理している。職員には
守秘義務が徹底されている。個人情報は文書管理規
程等で定められた保存期間を経過した場合、復元ま
たは判読が不可能な方法により消去、または媒体の
廃棄が行われる。活動の様子を写真で紹介する場合
は「すまいるスクールでの写真使用の取り扱いについ
て」で年度当初に保護者の確認をとることを義務付
けている。

Ⅲ　適切な育成支援の実施

評価項目

（１）子どもや保護者等を尊重する姿勢が明示されている。

①　子どもや保護者等を尊重した育成支援について共
通の理解を持つための取組を行っている。

講評

利用希望者に区のホームページやパンフレットで基本
情報を提供し、利用開始や変更には入学前の説明会
や月のお知らせ、「すまっぴ」のメッセージでわかりや
すく説明している。家庭との連絡は「参加カード」を基
本とし、不明な点は必ず電話で確認をとっている。迎
えの際は、保護者と極力コミュニケーションを図るよ
うに努め、日頃から子どもの様子を伝え合い信頼関
係の構築に努めている。育成支援の方針として、「子
どもの主体性を大切にする」「子どもの思いや声に寄
り添う」ことを掲げ、子どもが「自分のやりたいこと」
を自ら見つけ、のびのびと過ごせる環境を提供して
いる。



27 A

28 A

29 A

30 A

苦情には、職員間、ブロック長、グループ長と連携し
た体制を組み、迅速に対応できるよう努めている。保
護者からの苦情は電話連絡記録簿およびミーティン
グ記録に残し、職員間で共有している。必要に応じ
て、学校管理職、教職員とも連携して対応している。
子どものトラブルには心情に寄り添った対応を心が
け、何かあれば職員に声をかけてほしいと伝え、子ど
もが話しやすい雰囲気づくりに努めている。日々の運
営においてその日のトラブルはその日のうちに解決
することを徹底している。

②　子どもや保護者等が相談や意見を述べやすい環境
を整備し、周知している。

送迎時には保護者とのコミュニケーションを心がけ、
保護者会で意見や要望等を受けることを伝えてい
る。毎月発行するお知らせで、子どもたちの様子を紹
介し、質問や意見を受け付けていることを記載してい
る。保護者からの相談や意見はミーティング記録に残
し、職員間で共有している。必要に応じて、学校管理
職、教職員とも連携して対応している。子どもには気
持ちを受け止める会話に心がけ、何かあれば職員に
声をかけてほしいと伝え、話しやすい雰囲気づくりに
努めている。

②　子どもの学年や発達段階に応じた伝え方の工夫や
活動内容の提案・設定を行っている。

（４）子どもや保護者等が意見等を述べやすい体制が確保されている。

①　苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能して
いる。

施設内の掲示や説明を行う際には、子どもにわかり
やすい表現を心がけている。月の目標を見える場所
に掲示している。教室やイベントの内容を計画する際
は発達段階を考慮し対象を分けたり、伝え方を工夫
し、子どもが主体的な遊びや生活ができるようにして
いる。1年生が新しい環境に慣れるまでは、低学年が
安心して活動できる場所を確保している。集団遊び
の企画では、全学年で楽しむ事ができるレクリエー
ションゲームを実施している。夏のイベントは、3年生
以上の実行委員が企画を担当し、会議の段階で「お化
け屋敷は怖いから1年生には向いていないのでは」
「クイズは学年によって出来る内容が違うので難し
い」など、意見を出し合って内容を検討している。		

（３）子どもや保護者等の信頼関係の向上に努めている。

①　子どもや保護者等との信頼関係を図るうえで、すま
いるスクールとして意識的に取り組んでいることや仕
組みがある。

子どもの気持ちをしっかりと受け止めながら、会話す
ることを心がけている。子どもが自分の「やりたいこ
と」を見つけ、のびのびと過ごせるよう活動内容は極
力自分たちで決められるようルールと環境を設定し、
子ども自身が見通しを持てるよう援助している。家庭
との連絡は参加カードを基本とし、不明な点は必ず電
話で確認をとることを徹底している。迎えの際には、
極力コミュニケーションを図るように努めている。ケ
ガやトラブルが発生した場合、経緯や対応を電話や連
絡票で保護者に伝え、その情報をミーティングで共有
している。
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32 A

33 B

34 A
③　活動中の子どものけがや事故に対し、対処すべき
ことや保護者等への連絡などが適切に行われ、その取
組を職員間で共有している。

緊急対応が必要な場合はけがや事故が発生した際の
対応が定められている危機管理マニュアルに基づい
て対応している。事故発生時は保護者や関係機関へ
の迅速かつ適切な連絡を行っている。医療機関の受
診が必要と判断された場合、保護者に子どものけが
の状況と心身状態を伝え、すぐに来られるか尋ね、来
られない場合は保護者の了解を得て希望する医療機
関を受診している。保護者に連絡がつかないまま医
療機関に行く場合は、残った職員が引き続き保護者
に連絡を続け、所管課に速やかにメールで報告して
いる。事故の内容、原因と経過、再発防止策を記載し
た事故報告書を作成し、学校管理職の承認を得て所
管課に提出している。事故の経過などはミーティング
を通して職員間で共有するとともに、再発防止のた
めの検討と実践に努めている。

（５）安心・安全な育成支援の提供のための組織的な取組が行われている。

①　安心・安全な育成支援を目的とするリスクマネジメ
ント体制を構築している。

②　感染症の予防や発生時における子どもの安全確保
のための体制を整備し、取組を行っている。

危機管理マニュアルを整備し怪我、食物アレルギー、
感染症、風水害、地震、犯罪発生時の対応策と予防策
が定められている。学校との連携およびすまいるス
クール独自の避難訓練を実施している。職員を対象
とした図上訓練も実施され、消火器の場所、避難経
路、不審者対応の暗号などを確認し、不慮の事態にも
対応できるリスクマネジメント体制を構築している。
食物アレルギーの発症時の対応訓練を年度当初に実
施し、エピペンやAEDの使用方法、119番通報の仕
方などを練習している。

感染症防止対策として、手洗いうがいの声かけ、換
気、空気の乾燥防止を実施している。発熱や嘔吐な
ど、子どもの体調が急変した場合は、安静と感染防止
を最優先し、子どもの様子を職員が観察できる体制
を取っている。感染症が疑われる症状が現れた場合
は、速やかに保護者に連絡し、迎えに来てもらった上
で医療機関の受診を勧めている。学校管理職に報告
し、対応について協議している。体調不良になった子
どものために、活動場所から離れた事務スペースの
一画に簡易ベッドを用意しているが、活動場所の近く
にも安静を必要とする子どもを寝かせる場所の確保
が望まれる。

③　子どもや保護者等からの相談や意見に対して、組
織的かつ迅速に対応している。

苦情や相談にはブロック長、グループ長と連携する体
制をとり、必要に応じて学校管理職や教職員とも連
携して対応している。保護者からの参加カードや電話
などを通して相談や意見の申出があった際は、ミー
ティングで検討し、内容によってはブロック長や区の
所管課と共有し、学校側とも連携をとるようにしてい
る。保護者からの相談には保護者の立場に立ち、共感
しながら問題点を共有し、誠意を持って対応すること
を心がけ、子どもたちとは会話を大切にし、意向を汲
み取るよう努めている。子どもや保護者からの意見
や相談はミーティングで検討し、ミーティング記録と
して職員間で共有している。
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Ⅲ-2　育成支援の質の確保

評価

36 A

37 A

38 A

39 A②　定期的に育成支援の評価・見直しを行っている。

「年間事業実施計画」は、毎年見直しを行い、翌年度
の計画を策定しており、具体的に子どもたちに浸透し
ていないところは今年度より「月の目標とめあて」と
して1項目ずつ取り組んでいる。また、保護者会では
夏休みの過ごし方や支援の様子を共有しているた
め、家庭との連携を図りながら見直しが行われてい
る。職員間でもミーティングを重ね、支援の質向上に
向けた評価と改善が継続的に実施されている。

区が毎年策定する「すまいるスクール事業運営方針」
に基づき、「年間事業実施計画」を担当指導員が委託
職員リーダーやサブリーダーと相談のうえ作成し、委
託職員にも全員に配付して周知している。

②　標準的な実施方法について見直しをする仕組みが
確立している。

（２）子どもに対する育成支援の計画が策定されている。

①　育成支援の方針を適切に策定している。

スタッフミーティングを通じて日々の振り返りを実施
しており、さらに学期ごとに委託職員へのアンケート
を行い、子どもたちの様子や育成支援、環境構成等に
ついて意見を出し合い、周知している。各イベントご
とに評価・反省を企画書専用の用紙に記載し、次回の
イベントへ反映している。

「年間事業実施計画」に基づき、具体的な「イベント教
室等年間予定表」を作成している。さらに、今年度は
「思いやりを育てる」「メリハリを付ける」「新しいこと
に挑戦」という3つの「年間目標」を定めるとともに、
昨年度の子どもたちの姿を踏まえて「月の目標とめ
あて」を設定している。これらは「月のたより」や廊下、
室内にも掲示され、子どもたちに伝えている。これに
より、生活面や遊びへの挑戦を支援し、子どもの育成
につなげている。

評価項目

（１）提供する育成支援の標準的な実施方法が確立されている。

①　育成支援について標準的な実施方法を文書化して
いる。

講評

④　災害や火事などの発生時における子どもの安全確
保のための取組を組織的に行っている。

年度初めに策定する安全計画では、安全点検、子ども
や保護者に対する安全教育、訓練・研修、再発防止の
徹底等、各項目で実施計画を立て、組織的に安全確
保の取り組みを行っている。職員は災害時に落ち着
いた避難行動をとれるよう、火災、地震、不審者侵入
を想定した独自の避難訓練を実施し、さらに学校の
避難訓練や保護者への引き渡し訓練に参加してい
る。避難時は職員間で分担を決め出席簿、「すまいる
スクール利用登録書兼利用児童状況票」、避難袋、救
急セットを持ち出し、子どもの安全確保を図ってい
る。今後もさらなる安全確保の取り組みが充実され
ることを期待する。
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41 A

Ⅳ　すまいるスクールの活動に関する事項

Ⅳ-1　子どもとの関わり

評価

42 A

43 A
①　子どもがすまいるスクールに自ら進んで通い続け
られるように援助している。

自分のペースで過ごせるよう空間づくりが工夫され
ている。事務室に隣接するメインの部屋には、靴を脱
いでゆったりと過ごし読書や机上での遊びを楽しめ
るスペースや、ボードゲームや手先を使った遊びがで
きる場がある。隣には畳敷きのコーナーがあり、ドー
ルハウスを備えた部屋のほか、学習タイムや間食に活
用できる部屋も設けられている。さらに、校庭や畳敷
きの広い格技室、体育館もボール遊びなどに使用で
き、子ども自身が居場所を選び、好きな遊びを楽しむ
ことができる。また、教室前の広い廊下も遊びの場と
して活用されるなど、柔軟に環境を整えている。こう
した多様な空間構成により、子どもたちは安心して過
ごしながら主体的に活動を選択できる環境が提供さ
れている。新１年生には６月頃まで配慮を強め、安心
して通えるよう丁寧な関わりが実践されている。

イベントカレンダーやポスター掲示によって活動内容
を事前に知らせ、子どもが楽しみに通えるよう工夫さ
れている。「すまいる縁日」では実行委員として企画
に関わることで、通う意欲や達成感につながってい
る。さらに、委託職員は子どもたちの日常の中から
「思いやりの場面」「特技の発見」「ほっこりした場面」
などを専用メモに記録し、共有しているため、それを
読んだ委託職員から「素敵な絵を描いたんだって？」
などの温かな声掛けが子どもに向けられており、子
どもたちは職員との関わりも楽しみになっている。

②　子どもや保護者等に関する記録の管理体制が確立
している。

評価項目

子どもや保護者等に関する記録は、委託職員間で適
切に共有され、対応の一貫性が保たれている。記録
管理については、登録時の書類や写真使用に関する
取り扱い確認書を含め、すべての記録を鍵付きキャ
ビネットに保管している。

講評

（３）育成支援実施の記録が適切に行われている。

①　子どもに関する育成支援の記録が適切に行われ、
職員間で共有している。

子どもの課題や支援のポイントは、日々のスタッフ
ミーティングで共有され、記録として残されている。
記録は職員間で確認できるように整備されており、
支援の継続性と一貫性が保たれている。また、今年度
は「子どもの得意なところを見つけよう」をテーマに
育成支援を行っている。委託職員は「思いやりの場
面」「特技発見」「ほっこりした場面」などを専用メモに
記録し、ミーティング議事録に貼付して共有してい
る。日々3～4枚が積み重ねられており、今後も継続
が大いに期待される。

（１）子どもが安心して過ごせる生活の場としてふさわしい環境の整備

①　子どもが安心して過ごせる生活の場としての環境
を整備している。

（２）子どもにふさわしい受け入れ体制
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45 A

46 A

47 A

48 A

49 A

④　子ども同士の関係を豊かに作り出せるように援助
している。

⑤　子どもが自分の気持ちや意見を表現することがで
きるように援助している。

委託職員は子どもとの関わりを持ちながら、子ども
同士の関係形成を支援している。例えばルールを教
え合う姿を見守り、役割分担を通じて子どもが主体
的に活動できるよう働きかけている。「すまいる縁
日」では実行委員が企画・準備を進め、協働性を育ん
でいる。さらに、ぬり絵や工作物、検定記録の掲示を
通じて、互いを認め合い競い合う気持ちを引き出す
工夫がなされている。

委託職員は入職前の研修や委託職員リーダーによる
計画的な研修を通じて、子どもの気持ちに寄り添い、
表現しやすいように関わっている。また、子どもの意
外な一面や感心したことを記録し、職員間で共有する
ことで、子どもとの対話のきっかけとして活用してい
る。「すまいる縁日」では、実行委員の子どもたちが主
体的に企画を進め、準備を通して協働性や責任感を
育んでいる。さらに、挑戦して身につけたことを友だ
ちに教えるなど、子ども同士が協力し合えるよう自己
表現の力を育む基盤を援助している。

②　日常生活に必要となる基本的な生活習慣を習得で
きるように援助している。

③　子どもが発達段階に応じた主体的な遊びや生活が
できるように援助している。

②　子どもの出欠席を把握し、適切に援助している。

（３）子ども一人ひとりと集団全体の生活を豊かにする育成支援

①　子ども自身が見通しをもって主体的に過ごせるよ
うに援助している。

「すまっぴ」や参加カード、出席簿を照合しながら登室
状況を丁寧に確認している。受付では子どもが名前
と帰宅時間、お迎えの有無を伝え、委託職員が保護者
記載の参加カードと照合し、記載漏れや相違があれ
ば保護者へ連絡している。その後、子どもが「すまっ
ぴ」をタッチすると入室情報が保護者に通知される。

「年間事業実施計画」には、低学年向けと高学年向け
の対象事業が記載されており、発達段階に応じて遊
び方や関わり方に委託職員が柔軟に援助している。4
月初めの週には、新1年生が複数の階にわたるすまい
るスクールの環境を理解し、使い方を学べるよう「1
年生すまいるツアー」を設けている。集団遊びを楽し
む「みんな集まれ！」は、4月に新1年生向けの日を設
定している。そして、「新たな物事に挑戦し、得意なこ
とを見つけられる」ことを大切にして、全ての学年の
子どもたちが主体的な遊びや生活ができるよう支え
ている。

ロッカーの使い方や上履きの着脱、片付けなど、日常
生活に必要な習慣を丁寧に声をかけながら援助して
いる。さらに、「月の目標とめあて」では「荷物をロッ
カーにしまおう」「遊んだら片付けよう」「あいさつを
しよう」などを月ごとに掲示し、重点的に意識づけを
行うことで、習慣化と自立心の育成を図っている。

活動内容や場所を子ども自身が選べるよう、入り口
や室内にイベントカレンダーや教室ポスターを掲示
し、事前に告知することで、見通しを持ち期待をしな
がら行動できるよう工夫されている。さらに、学校の
予定に応じて校庭や格技室、体育館の使用状況を
日々表でわかりやすく掲示し、子どもが自ら遊びの計
画を立てられるよう配慮するなど、自発性と生活力
の向上につなげている。
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（５）適切なおやつ（間食）の提供

①　放課後児童クラブの時間帯におやつ（間食）を適切
に提供している。

19時から学習タイムの部屋で間食を提供している。
区の栄養士による統一献立に基づき一括購入され、
直接納入されている。16時50分から準備を始め、子
どもたちが落ち着いて楽しく食べられるよう環境を
整えている。また、間食名簿に喫食状況を記録し、最
終確認を行っている。

③　児童虐待の早期発見に向けた取組や適切な対応を
関係機関と連携して行っている。

④　子どもの国籍や文化、習慣等の違いに関わらず、互
いを認め合い理解を深めるような取組を行っている。

職員間で子どもの気になる言動や家庭状況を共有
し、必要に応じて副校長や子ども家庭支援センターと
連携を図っている。保護者との関係性を築きながら
情報収集を行い、早期発見につなげている。さらに、
研修やマニュアルを活用し、適切な対応が取れる体制
を整えている。また、子ども家庭支援センターからの
問い合わせには適切に対応し、その内容を踏まえて
職員間で見守りを強化している。

行事や日々の活動の中で、異なる文化や習慣に触れ
る機会を意図的に設け、互いの違いを尊重し合う関
係づくりが丁寧に行われている。「新たな物事に挑戦
し、得意なことを見つけられる」ことをテーマとした生
活の中では、互いの得意なことやできたことを喜び
合い、認め合えるよう掲示を行うなどの工夫がある。
自由工作においても、子ども一人ひとりの発想を尊
重している。そのような雰囲気の中で、外国にルーツ
をもつ子どもとも自然に関わり合えるよう配慮がな
されている。

（４）固有の援助を必要とする子どもへの適切な育成支援

①　障害のある子どもの受入れの考え方を理解したう
えで、受け入れに努めている。

②　障害のある子どもの育成支援に当たっての留意点
を踏まえ、育成支援を行っている。

事前に保護者との面談を行い、障がいのある子ども
の特性や配慮事項を共有したうえで受け入れてい
る。職員間でも支援方法を話し合いながら、研修の受
講も行い安心して通えるよう継続的な工夫がなされ
ている。

保護者との面談や特別支援・要配慮児童の記録をも
とに年2回の臨床心理士による巡回指導を通じて、
子どもの特徴や配慮が必要な点を委託職員間で共有
している。また、保護者とは迎えの際に対話を重ね、
日常的に情報交換を行っている。さらに、巡回指導の
際は職員の関わり方について指導を受け、フィード
バックシートを踏まえて委託職員間で共有している。
そして、他の子どもと同じ場所で過ごすことを基本と
しつつ、不安が強まった場合には静かなスペースへ移
動できるよう工夫している。一方で、その際には周囲
の子どもへの影響を考慮し、双方が心身ともに安心
して過ごせるよう包括的な視点で職員間で連携する
などの対応を課題としているところである。
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Ⅳ-2　保護者・学校との連携

評価
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参加カードを確認し、不明な点は必ず保護者に電話
で確認している。保護者にも「すまっぴ」の入退室メッ
セージを確認してもらい、不明な際には電話連絡を
依頼している。ケガやトラブル時には経緯と対応を連
絡票や電話で丁寧に伝え、職員間でもミーティング記
録を共有することで、保護者との信頼関係を築いて
いる。また、「月のたより」では毎月写真を交えて活動
の様子を丁寧に報告し、「すまいる縁日」当日には保
護者の見学を呼びかけるなど、運営の透明性が確保
されている。

（６）安全と衛生の確保

①　子どもの安全を確保する取組を行っている。

②　衛生管理に関する取組を適切に行っている。

委託職員リーダーやサブリーダーをはじめ常勤職員
は消防庁の上級救命講習を受講し、全委託職員にも
受講を推奨している。また、区の防災講習やAED（自
動体外式除細動器）の講習の受講体制も整っている。
活動中の見守り体制を徹底し、内部研修では職員の
立ち位置を学習している。実際の校庭や室内の見取
り図に落とし込み、委託職員間で討議することで安全
な見守りに生かしている。さらに、施設内の危険箇所
には注意喚起の掲示を行い、遊具や備品の点検も定
期的に実施している。例えば、「危険箇所点検表」に基
づき、コンセントに埃がついていないかや救急セット
の確認などの項目を月初めに委託職員リーダーが確
認している。夏場には温度や湿度を計測し、警戒状況
を掲示して子どもに周知し、熱中症予防や対策を呼
びかけている。今後は、子どもが自ら安全を守る力を
育めるよう、健康教育やリスクマネジメントの視点か
ら、子ども自身が危険箇所をマップ化するなどの取り
組みの充実も考えられる。

室内の共用部分や共用玩具は定期的に清掃を行い、
衛生面に十分配慮している。間食や昼食前にはアル
コールで机を拭き、子どもたちは手洗いの習慣が定
着して、衛生管理を徹底させている。また、エアコンや
換気扇などは定期的に業者による清掃が行われてい
るが、委託職員も外側の埃を除去するなど日常的な
衛生管理に努めている。

②　食に伴う事故（アレルギー、窒息、食中毒等）を防止
するための対応を行っている。

入室登録時に食物アレルギー調査を行い、該当児童
には個別対応を徹底し、間食担当者は間食名簿によ
り食物アレルギーを持つ児童を把握している。間食の
内容によって食べ方に注意が必要な場合には、食べ
始める前に子どもに丁寧に伝えている。なお、献立は
原則、食物アレルゲンを含まないものが作成されてい
る。職員はエピペン（アナフィラキシーに対する補助治
療剤）の研修も実施している。

評価項目

（１）保護者との連携

①　保護者との協力関係を築いている。

講評
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Ⅳ-3　子どもの権利擁護

評価
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一人ひとりの児童を権利の主体として捉える姿勢を
職員間で日常的に確認し合い、関わりの中で尊重を
徹底している。例えば、入職時には委託法人が「就労
ガイドブック」を配付し、それを基に委託職員と読み
合わせを行っている。子どもの最善の利益や目指す
べき職員像をポイントに運営方針を説明し、その後は
委託法人作成の「子どもとの関わり方」について、子
どもたちが入室する前に1時間ずつ継続的に内部研
修を実施している。研修内容は「児童の見守り方」「叱
り方・声のかけ方」「児童との距離感」「遊びの重要性」
などであり、年間を通じて計画的に行われている。こ
れらの取り組みは、委託職員が共通理解を深めなが
ら子どもに寄り添い、安心で尊重された育ちの環境
を形成する基盤となっている。

（２）学校との連携

評価項目

（１）子どもの権利擁護

①　子どもの権利擁護に関する取組が徹底されてい
る。

講評

①　子どもの生活の連続性を保障するため学校との連
携を図っている。

②　放課後等の子どもの充実した活動を展開していく
ために、学校との連携を図っている。

当すまいるスクールは、広い廊下を挟んで1、2年生
の教室前に位置し、一日を通した生活の連続性が保
たれている。校長や副校長、担当教諭が日常的に声を
かけてくれることで、委託職員も学校での様子を把
握し、入室後の生活に生かすなど、学校とすまいるス
クールの連携を強め、安心で一貫した生活環境の形
成につながっている。さらに、毎年の運営協議会では
学校管理職や地域コーデネーターが出席し、育成支援
の方針や課題を共有することで、放課後の育ちが学
校生活とつながるよう連携を図っている。

格技室や体育館、校庭は基本的に16時から使用可能
であり、学校の予定は事前に知らされ、活動内容の決
定に際して考慮されている。お便りの交換や「学校だ
より」の掲示により情報共有を深め、互いの行事にも
参加を呼びかけ、「すまいる縁日」には学校職員の参
加も見られた。また、小学校のメディアセンター（図書
室）のイベントでは、図書館司書による絵本の読み聞
かせや「栞づくり」に参加するなど、学校との連携を
通じて子どもたちの学びや体験の幅を広げ安心で豊
かな放課後環境の形成につながっている。



総 　評

◇特に良いと思う点

●子どもが新たなことに挑戦することを支え、承認を通じて自己肯定感を育んでいる
　
「昔遊び検定」や「ぬりえコンテスト」などの企画を通じて、子どもが新たなことに挑戦し、自分の得意分野を見つけられるよ
う支援している。また、自由工作の場面では一人ひとりの発想を尊重し、完成した作品を掲示することで「できたこと」を互
いに認め合える環境が整えられ、委託職員からも温かな声掛けが子どもに向けられている。こうした挑戦の機会と成功体験
の積み重ねが、自己肯定感を育み、主体性や自信を伸ばす基盤となっている。

●年間目標に基づき計画的な育成支援に取り組んでいる
　
昨年の子どもの姿を踏まえて、年間の目標「思いやりを育てる」「メリハリを付ける」「新しいことに挑戦」を掲げ子どもの育
成支援に取り組んでいる。さらにその具体化として「月の目標とめあて」を定め、計画的に活動を展開している。各月の目標
は日々の生活や行事に反映され、職員間で共有されることで一貫性のある支援につながっている。加えて、日常の子どもの
姿を委託職員は観察して「思いやりの場面」「特技発見」「ほっこりした場面」を記載し、委託職員同士で共有し、子どもとの温
かな対話のきっかけにもするなど、子どもの日々の小さな変化を大切にしながら、年間目標の達成へとつなげている。

◇更なる改善が望まれる点

●子どもの安全確保のためにさらなる対策が望まれる
　
すまいるスクールは安心、安全な育成支援の提供のため、あらゆるリスクへの対策を講じ組織的な体制を整えている。災害
発生を予想した独自の避難訓練、学校と連携した避難訓練を実施し、避難時は出席簿、「すまいるスクール利用登録書兼利
用児童状況票」、避難袋、救急セットを持ち出し、子どもの安全確保を図っている。今後もさらなる安全確保の取り組みが充
実されることを期待する。

●体調不良の子どもへの対応において場所の確保のみならず、さらに学校との連携を図ることが期待される
　

区が運営する子どもたちの放課後の居場所として学校と連携し、学びや遊びを通して子どもたちの成⾧を育み、見守る運営

をしている。当すまいるスクールは学校の協力を得て、部活動で使用する校庭や格技室を16時まで使用し活動できる恵ま
れた特徴がある。発熱、嘔吐など体調不良になった子どものために、活動場所から離れた事務スペースの一画に簡易ベッド
を用意しているが、活動場所の近くにも安静を必要とする子どもを寝かせる場所の確保が望まれる。


